
 

第 12 回愛媛県議会新型コロナウイルス感染症対策本部会議の結果 

日 時 令和 3 年 6 月 24 日（木）15：50～16：17 

場 所 議事堂 4 階 農林水産・建設委員会室 

内 容 

〔本部⾧あいさつ〕 
 県民生活全般において困難な状況が⾧期間続く中、県議会としても、県民目線で
理事者と連携・協力して取組を進めている。3 月下旬に松山市の繁華街において発
生した変異株クラスターに端を発した感染拡大が収束に向かい、落ち着きを見せ
ていることから、6 月 22 日から警戒レベルが「感染警戒期」に切り替えられた。
本日は、新型コロナウイルス感染症の現状とワクチン接種の進捗状況等について
の説明と意見交換をお願いする。 
〔愛媛県内における新型コロナウイルス感染症の現状とワクチン接種の進捗状況

等について〕 
・八矢副知事から、全国都道府県の新規陽性者数の状況、感染警戒期への切り替

え、県内市町別のワクチン接種の進捗状況、7 月末における市町別高齢者接種見
込数、職域接種に関する相談窓口について説明があった。 

(意見交換内容) 
・県内宿泊旅行代金割商品の販売拡大策について(検討依頼) 
・ワクチン接種に係る休業補償について 

〔本部⾧〕 
 感染拡大防止と社会経済活動の再開に向けた取組が最大限の効果を上げるよ
う、県議会から県民や事業者の皆様に対して、メッセージを議会ホームページを通
じて発出したい。 
 また、県内事業者を少しでも支援するため、委員会開催日の 7 月 1 日、２日に、
議事堂内において県議会議員等を対象とした弁当販売会を実施したい。 

今後とも、理事者との連携・協力のもと、新型コロナウイルス感染拡大防止と社
会経済活動の再開に向けて全力で取り組んで参りたい。 

 

 

 



 

新型コロナウイルス感染症拡大防止と 

社会経済活動の再開に向けた県議会メッセージ 

 

 

 県内では３月下旬に松山市繁華街の一部で発生した変異株クラスタ

ーに端を発する第４波の感染拡大により、医療崩壊の危機に直面し、

まん延防止等重点措置の適用を受ける事態となりました。 

 

 この間、県民の皆様には「不要不急の外出自粛」や「県外との往来自

粛」、「会食の注意」などが求められるとともに、飲食店には「営業時間

の短縮」が要請されるなど、感染拡大防止に向けた各種対策が取られる

中、県民や事業者の皆様方におかれては、最大限の危機感と緊張感を持

って感染回避行動を徹底していただいたこと、また、医療従事者等の皆

様の御尽力により、感染を抑え込むことができましたことに改めて感

謝申し上げます。 

 

 県内の感染状況や医療負荷の状況等を踏まえ、６月２２日から「感染

警戒期」に切り替えられましたが、国内では新たな変異株である「デル

タ株」が確認されるなど、依然として警戒が必要な状況が続いておりま

す。 

県議会では、今後とも、県・市町等との連携を更に深めつつ、関係

者の方々の切実かつ多様な声を県政に反映することで、ワクチン接種

を含めた感染防止対策や社会経済活動の再開に向け、引き続き全力で

取り組んでまいりますので、御理解、御協力をお願いいたします。 

 

 

令和３年６月２４日 

愛媛県議会新型コロナウイルス感染症対策本部 本部長  

議 長 中畑 保一  

 


